
昭
和
二
十
五
年
二
月
十
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

二
三
） 

答

弁

第

二

三

号 

    

衆
議
院
議
員
林
百
郞
君
提
出
長
野
県
須
坂
刑
務
所
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
三
号 

昭
和
二
十
五
年
二
月
十
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



三 

費
途
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
敷
地
の
所
有
者
大
和
産
業
株
式
会
社
に
二
千
万
円
を
充
当
し
、
七
百
万
円
を
補
償
そ 

一 

買
收
に
関
す
る
関
係
各
庁
並
び
に
買
收
売
渡
決
定
の
関
係
町
村
農
地
委
員
会
と
充
分
な
折
衝
を
遂
げ
、
そ
の
了
解
の
下

に
刑
務
所
の
敷
地
に
転
用
す
る
た
め
、
適
法
な
手
続
を
と
つ
た
上
で
利
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

二 

耕
作
者
並
び
に
工
場
就
業
者
に
対
し
て
は
、
ま
こ
と
に
お
気
の
毒
に
思
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
耕
作
者
に
し
て
こ

れ
が
た
め
そ
の
生
活
を
脅
か
さ
れ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
即
ち
い
ず
れ
も
他
に
耕
地
を
有
し
、
僅
か
に

一
名
が
予
定
敷
地
内
に
二
反
歩
程
度
を
耕
作
し
て
い
る
実
情
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
者
も
他
に
職
業
を
有
し
て
い
る
。
当

府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
相
当
な
補
償
を
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
又
離
作
に
よ
つ
て
生
活
を
脅
か
さ
れ
る
者
に

は
、
で
き
得
れ
ば
換
地
を
買
收
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

工
場
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
借
契
約
締
結
の
際
、
大
和
産
業
と
借
主
の
工
場
側
と
の
間
に
立
退
に
関
す
る
特
約
が
あ
つ 

て
、
円
満
折
衝
済
と
思
わ
れ
る
。 

衆
議
院
議
員
林
百
郞
君
提
出
長
野
県
須
坂
刑
務
所
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四 

の
他
の
費
用
に
充
て
る
予
定
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
工
場
約
三
、
二
〇
〇
坪
燒
失
の
た
め
、
買
收
費
は
一
部
減
額
さ
れ
る

筈
で
、
目
下
折
衝
中
で
あ
る
。
従
つ
て
右
金
額
に
多
少
の
異
動
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

四 

法
務
総
裁
は
裁
判
所
の
司
法
行
政
に
対
し
監
督
の
立
場
に
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 
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